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１【提出理由】

　平成28年６月23日開催の当社第91回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものである。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日　平成28年６月23日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

監査等委員でない取締役として、大宮英明、宮永俊一、小口正範、名山理介、篠原尚之及び小林

健の各氏を選任する。

 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件

決議の結果

賛成比率（％） 可否

第１号議案  2,417,415  4,190  64 （注）１ 98.83 可決

第２号議案       

大宮　英明  2,388,853  33,713  158 （注）２ 97.66 可決

宮永　俊一  2,408,546  14,024  158 （注）２ 98.47 可決

小口　正範  2,408,914  13,656  158 （注）２ 98.49 可決

名山　理介  2,408,954  13,616  158 （注）２ 98.49 可決

篠原　尚之  2,410,565  12,005  158 （注）２ 98.55 可決

小林　　健  2,316,633  105,931  158 （注）２ 94.71 可決

（注）１．第１号議案が可決されるための要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛

成である。

２．第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

３．賛成比率は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数（意思表示を無効としたものを含む。）と当日

出席した株主の議決権の数の合計に対する割合である。

 

（４）議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までに行使された議決権の数と、当日出席した株主のうち、賛否等を確認できた一部の株主の

議決権の数を合計したことにより、決議事項の各議案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が

成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を加算していない。

以　上
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